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１．公示日  令和８年３月１３日 

 
２．契約担当役等 
  契約担当役 
  独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長 長谷川 眞理子 
 

３．趣旨 

独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。）のウェブサイトについて、

広報媒体としての情報発信力の強化及び閲覧者の利便性向上のため、全面的なリニュー

アルを予定している。それに先がけて、必要要件の調査及び適格な開発業務受注者の選定

を行うための仕様書の作成を目的として、仕様書に必要な要件を専門的な知見に基づき

取りまとめるコンサルティング業務（以下「本業務」という。）を委託するものである。 

契約相手先の特定に当たっては、価格の低廉性以上に、業務の実施方針・実施内容に関

する提案内容及び業務の履行体制について入念に比較・検討する必要がある。よって、簡

易公募型プロポーザル方式により広く募集し、最も独立行政法人日本芸術文化振興会（以

下、「振興会」という。）の要求に合致する者と契約を締結することとする。 

 

４．事業概要 

（１）業務内容 

別紙 1「仕様書」のとおり 

（２）履行期間   

契約締結日（令和８年５月下旬頃予定）から最終提出物・成果物の提出日（期限：

令和８年１２月２８日（月）） 

（３）留意事項 

①本件公募による成果物の著作権は、すべて振興会に譲渡するものとする。 

②作業は、振興会の指示に従うものとし、必要に応じて適宜打ち合わせ等により作

業内容の確認と調整を行うものとする。 

 

５．支払条件 

業務完了後、日本国通貨により一括して支払う。 

 

６．受注資格の喪失 

  本業務を受注した事業者（再委託先を含む。以下同じ。）及びその関連事業者（本業務

を受注した事業者と資本・人事面等において関連を有する事業者をいう。）は、令和９年

度以降に実施を予定している「日本芸術文化振興会ウェブサイトリニューアル業務（仮

称）」及び当該業務に関連する業務の入札又は公募等に参加する資格又は受注資格を失う。 

上記の「本業務を受注した事業者と資本・人事面等において関連を有する事業者」とは、

次の①又は②に該当する者をいう。 

①本業務を受注した事業者の発行済み株式総数の１００分の５０を超える株式を保有

し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている者をいう。 

②関連事業者の代表権を有する役員が、本業務を受注した事業者の代表権を有する役

員を兼ねている場合における者をいう。 
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７．参加資格 

（１）独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第１６条及び第１７条の規定に該当し

ない者であること。なお、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結

のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争（指名競争）参加資格において、令和８

年度の「役務の提供等」で「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」等級の認定を受けている者であ

ること（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資

格の再認定を受けている者であること。）。なお、全省庁統一資格において当該資格

を有する者は、同等級の認定を受けている者とみなす。 

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除

く。）でないこと。 

（４）企画提案書の提出期限の日から企画提案書の特定の日までに、独立行政法人日本芸

術文化振興会、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の

処分を受けていないこと。 

（５）本業務を実施する組織・部署において、本業務の実施を適用範囲に含んだＩＳＭＳ

（情報セキュリティマネジメントシステム）についてＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１

又はＪＩＳＱ２７００１に基づく認証を取得済であること。 

（６）契約担当役が別に指定する反社会的勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者

であること。 

 

８．参加表明書の提出期限、場所及び方法等 

 （１）参加を希望する者は、参加表明書（様式１）を提出しなければならない。 

 （２）参加表明書の提出期限、場所及び方法 

①提出期限 令和８年４月１３日（月）午後５時 

※受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前１０時から午後５時ま

でとする。 

②提出場所 〒１０２－８６５６ 東京都千代田区隼町４－１ 

独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 本多 

電 話 ０５０－１７５４－５９８１（直通） 

③提出方法 持参又は郵送（提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに

限る。）すること。なお、電送によるものは受け付けない。 

④提出部数 １部 

⑤その他  なお、下記９．に示す提出書類と同時に提出しても差支えない。 

 

９．審査のための提出書類、提出期限、場所及び方法 

（１）参加を希望する者は、以下に掲げる書類を提出しなければならない。 

①企画提案書（様式２） 

②一般競争（指名競争）参加資格認定通知書の写し 
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③ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１又はＪＩＳＱ２７００１の認証登録証の写し 

④企画資料（様式３～１０） 

⑤見積書（任意様式） 

⑥誓約書（様式１１） 

⑦女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認

定（えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定）に関する基準適合一般事業主認定

通知書の写し（取得している場合のみ） 

⑧次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定、トライく

るみん認定及びプラチナくるみん認定）に関する基準適合一般事業主認定通知

書の写し（取得している場合のみ） 

⑨青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定（ユースエ

ール認定）に関する基準適合一般事業主認定通知書の写し（取得している場合の

み） 

⑩女性活躍推進法又は次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届の写し（策定

義務がない事業主で計画期間が満了していない行動計画を策定している場合の

み） 

⑪上記⑦から⑩の認定の対象とならない外国法人については、内閣府男女共同参

画局長が発出する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」

の写し（取得している場合のみ） 

（２）提出期限、場所及び方法等 

①提出期限 令和８年４月１３日（月）午後５時 

※受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前１０時から午後５時ま

でとする。 

②提出場所 上記８．（２）②に同じ 

③提出方法 持参又は郵送（提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに

限る。）すること。なお、電送によるものは受け付けない。 

④提出部数 上記（１）①から③及び⑥から⑪までは各１部とする。④及び⑤につ

いては正本１部と副本７部を作成すること。副本には、提出者を特定

することができる内容（具体的な企業名、社章等、業務責任者名、業

務担当者名等）を記載してはならず、記載している箇所についてはマ

スキング（墨塗り）すること。 

⑤その他  上記８．に示す参加表明書と同時に提出しても差し支えない。 

 

１０．企画提案書の作成及び記載上の留意事項 

（１）企画提案書作成上の基本事項 

・企画提案書の様式は別冊「企画提案書等提出様式」に示すとおりとする。 

・文字サイズは１０ポイント以上とする。 

・説明のために資料を添付することができる。 

・様式があるものについても、適宜、頁数を追加して記載することができる。 

・様式の提出枚数は、実績を証明するための資料を除き、説明資料を含めて全体で３０

枚以内とする。 

（２）企画資料及び見積書の内容に関する留意事項 
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記載事項 様式 内容に関する留意事項 

１.業務実施体制及び

組織体制 
様式３ 

･配置予定の業務責任者及び業務担当者等の氏名、

役割等を具体的に記入し、業務の実施体制が判る

ように示すこと。 

･振興会との連絡・調整に当たる者を正副合わせて

２名以上配置すること。 

･実施体制については別紙にて図示すること。 

･業務実施にあたっての組織のバックアップ体制

を具体的に記入すること。 

･本業務の一部を第三者に再委託する場合、再委託

先の商号又は名称等、及び再委託する業務内容を

記載すること。 

２.配置予定担当者の

実務経験、保有資

格及び類似の業務

経験 

様式４ 

･配置予定の業務責任者及び業務担当者の実務経

験年数、保有資格及び類似の業務経験等を様式４

に記載すること。 

･類似の業務経験とは他機関や企業に対してウェ

ブサイトリニューアル支援やコンサルティング

等を行った経験を指すものとする。 

･類似の業務経験は、１名ごとに５件を上限として

記載することとし、過去５年以内（令和３年４月

から令和８年３月まで）に完了した業務があれば

優先的に記載すること。 

･上記で記載した業務経験に係る契約書の写し又

はその他仕様書等の写し等、契約内容及び履行し

た業務内容が確認できる資料を添付すること。 

・上記で記載した保有資格に係る資格者証（認定

証、登録証、免許証、修了証等）の写しを添付す

ること。 

３.類似の業務実績

（組織としての業

務実績） 

様式５ 

･組織として業務を受注し、履行した実績を記載す

ること。 

･類似の業務実績とは他機関や企業に対してウェ

ブサイトリニューアル支援やコンサルティング

等を行った実績を指すものとする。 

･類似の業務実績は５件を上限として記載するこ

ととし、過去５年以内（令和３年４月から令和８

年３月まで）に完了した業務があれば優先的に記

載すること。 

･契約額は公表可能なものであれば記載すること。 

･上記で記載した業務実績に係る契約書の写し又

はその他仕様書等の写し等、契約内容及び履行し

た業務内容が確認できる資料を添付すること。な

お、様式４に添付した資料と重複する場合には添
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付を省略することができる。 

４.組織としての技術

力及びノウハウ 
様式６ 

･業務効果を高める技術力及びノウハウについて

具体的に記入すること。 

５.「振興会ウェブサ

イトの問題点・課

題整理及びリニュ

ーアル方針の検

討」に関する提案 

様式７ 

･別紙「仕様書」７. 業務内容（１）に基づいて、

どのように業務を実施するか、問題点・課題整理

の手法と、それを踏まえたリニューアル方針の検

討手法を実施手法の根拠及び必要に応じて成果

物のイメージ・構成等とともに具体的に記載する

こと。 

６．「振興会ウェブサ

イトのユーザビリ

ティ分析、情報分

類及びサイト構造

設計」に関する提

案 

様式８ 

･別紙「仕様書」７. 業務内容（２）及び（３）に

基づいて、どのように業務を実施するか、ユーザ

ビリティ分析の実施手法と、情報分類及びサイト

構造設計において重点的に実施する内容を実施

手法の根拠及び必要に応じて成果物のイメージ・

構成等とともに具体的に記載すること。 

７．「振興会ウェブサ

イトのＣＭＳ必要

機能の検討及び調

達仕様書の作成・

調達に関する支

援」に関する提案 

様式９ 

･別紙「仕様書」７. 業務内容（４）、（５）及び（６）

に基づいて、どのように業務を実施するか、ＣＭ

Ｓの必要機能を検討するための実施手法と、調達

仕様書の作成及び調達に関する支援の実施方針

を実施手法の根拠及び必要に応じて成果物のイ

メージ・構成等とともに具体的に記載すること。 

８.業務の作業計画、

作業工程に関する

提案 

様式１０ 

･業務の趣旨・目的が達成されるために必要かつ効

率的な作業計画及び作業工程を具体的に記載す

ること。 

･作業工程については、提案内容に応じて、作業工

程表（様式任意）を添付すること。 

９.経費の見積額 

（様式は任意） 
任意 

･別紙１「仕様書」及び様式３～１０の記載内容に

基づいた詳細な見積書を作成すること。 

･項目ごとに所要経費を記し、合計金額（税込）を

明示すること（明細は、単価×数量の形で記入の

上、積算内容を明らかにし、「一式」等の不明確な

表記は避けること）。 

･見積金額が１５，０００，０００円（消費税等含

む。）を上回る場合は特定しない。 

･商号又は名称、代表者名を明記し押印すること。

押印の省略は可能だが、押印を省略する場合に

は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を

記載すること。記載がない場合は、押印の省略が

できないので、注意すること。連絡先は、事業所

等の「代表番号」「代表番号＋内線」「直通番号」

等を記載すること。 
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１１．企画提案書を特定するための審査方法及び審査基準 

別紙「審査基準」による。なお、見積金額が１５，０００，０００円（消費税等含む。）

を上回る場合は受注候補者として特定しない。 

 

１２．関連資料の閲覧について 

（１）関連資料（別紙「仕様書」６．関連調査等に示す調査結果等に関する成果物をいう。

以下「関連資料」という。）は非公開とし、本企画提案への参加表明者のみ閲覧可

能とする。 

（２）上記８．により参加表明書（様式１）を提出した参加表明者のうち、関連資料の閲

覧を希望する者は、別添「関連資料の閲覧について」に記載の事項に則り、閲覧手

続を行うこと。なお、参加表明書（様式１）の提出と同時に関連資料の閲覧手続を

行っても差し支えない。 

（３）閲覧にあたっては、「開示申請書」（様式１２）及び「開示申請に係る機密保持誓約

書」（様式１３）の提出を必須とする。 

 

１３．企画提案書の特定 

（１）企画提案書の提出者（以下「企画提案者」という。）が上記７．に掲げる資格を満

たしているかの確認を、上記９．（２）①の提出期限の日を基準日として行う。 

（２）上記７．に掲げる資格を満たしている企画提案者の企画提案書の中から、上記１１．

に掲げる基準に基づき、企画提案書を特定する。 

  （３）上記（２）の特定の結果は、遅滞なく書面により通知する。 

 

１４．特定後の手続 

振興会は、上記１３．により特定された者と契約を締結する。契約に当たっては特定さ

れた企画提案書のすべてを採用するものではない。 

 

１５．非特定理由に対する質問書について 

（１）企画提案書を特定されなかった者は、文書によりその理由について説明を求めるこ

とができる。 

（２）提出期限、場所及び方法 

①提出期限 上記１３．（３）の通知した日の翌日から起算して７営業日以内 

※受付は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前１０時から午後５時ま

でとする。 

②提出場所 上記８．（２）②に同じ。 

③提出方法 持参又は郵送（提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに

限る。）すること。なお、電送によるものは受け付けない。 

（３）上記（１）の質問に対する回答期限及び方法 

①回答期限 上記（２）①の提出期限の日の翌日から起算して１０日以内に回答す

る。 

②回答方法 質問回答書を郵送する。 
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１６．本件手続きに対する質問書の提出期限、場所及び方法等 

（１）本件手続きに対する質問がある場合は、文書（様式１４）により提出すること。 

（２）提出期限、場所及び方法 

①提出期限 令和８年４月６日（月）午後５時 

②提出場所 上記８．（２）②に同じ。 

③提出方法 持参、郵送（提出期限内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限

る。）、電子メール又はＦＡＸ（電話にて着信を確認すること。）によ

り受け付ける。 

電子メール keiyakuka-nt@ntj.jac.go.jp 

ＦＡＸ番号 ０５０－３３８５－３２３３ 

※持参の場合、受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前１０時か

ら午後５時までとする。 

（３）質問に対する回答は、振興会のホームページ上で公開するので、各自で確認するこ

と。 

 

１７．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）企画提案書の作成及び提出に要する経費は、企画提案者の負担とする。 

（３）契約保証金  免除 

（４）契約書作成の要否  要 

（５）企画提案書の無効等 

①虚偽の内容が記載されている企画提案書は無効とするとともに、虚偽の記載を

した者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

②企画提案書が次の条件のいずれかに該当する場合は失格となることがある。 

ア）上記１０．に示す事項に適合しないもの。 

イ）本募集要領に定める提出期限、場所及び方法等に適合していないもの。 

ウ）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

エ）記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

（６）手続きにおける交渉の有無  無 

（７）関連情報を入手するための照会窓口  上記８．（２）②に同じ。 

（８）企画提案書は、返却しない。 

（９）企画提案書は、本手続以外に企画提案者に無断で使用しない。ただし、企画提案書

は、公正性、透明性及び客観性を確保するために必要がある場合は、公表すること

がある。 

（10）企画提案書は、特定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。 

（11）企画提案書の提出期限以降における企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。

また、企画提案書に記載された担当予定者は、傷病、死亡、退職等の極めて特別な

理由があると認めた場合を除き当該予定者を配置できない場合は、企画提案書の

特定についてはこれを取り消す。 

（12）企画提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表又は

他の目的のために使用することはできない。 

（13）本募集要領の様式１、様式２、様式１１～１３、見積書（任意様式）の押印は省略
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することができる。ただし、その場合、書類上の「本件責任者及び担当者」に氏名

及び連絡先を記載すること。 

（14）「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」（振興会ＨＰトップページ

＞調達情報）を参照の上、その内容について同意了承すること。 

（参照：https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html） 

以上 



  （別紙） 

審査基準 
 
Ⅰ 企画提案書の特定方法 
○ 提出された企画提案書について、独立行政法人日本芸術文化振興会（以下、「振興会」

という。）内に設置する企画選定委員会（以下、「選定委員会」という。）において審査

を行い、下記Ⅱの得点が最も高い企画提案書を特定する。 
○ 必要に応じ、審査期間中に企画提案書の詳細に関して追加資料の提出や説明を求めるこ

とがある。 
○ 下記Ⅱの１及び２に定める項目のうち、一部の評価が著しく低い場合等、別途検討の必

要があると認められる場合は、再度必要な審査を行う。 
 
Ⅱ 評価方法 
選定委員会の委員ごとに、下記１及び２の各項目について次の［評価基準］による５段階評

価を行うとともに、企画提案者がワーク・ライフ・バランス等の推進に係る保有認定書等を有

する場合は、下記３のワーク・ライフ・バランス等の推進に係る評価に基づき、下記１及び２

の評点に加点し、各委員の合計点の平均をもって当該企画提案書の得点とする。 
 
［評価基準］ １０点又は５点＝大変優れている 

８点又は４点＝優れている 
６点又は３点＝普通 
４点又は２点＝やや劣っている 
２点又は１点＝劣っている 

 
１ 業務実施主体に関する評価（３０点満点） 
① 業務実施体制及び組織体制の適正性（５点） 
② 配置予定担当者の実務経験、保有資格及び類似の業務経験の有無（１０点） 
③ 類似の業務実績の有無（組織としての業務実績）（１０点） 
④ 組織としての技術力及びノウハウの有無（５点） 
 

２ 業務実施方針・実施内容に関する評価（５０点満点） 
① 「振興会ウェブサイトの問題点・課題整理及びリニューアル方針の検討」に関する提案

内容の適正性（振興会の方針としてふさわしいか）（１０点） 
② 「振興会ウェブサイトのユーザビリティ分析、情報分類及びサイト構造設計」に関する

提案内容の適正性（振興会の方針としてふさわしいか）（１０点） 
③ 「振興会ウェブサイトのＣＭＳ必要機能の検討及び調達仕様書の作成・調達に関する支

援」に関する提案内容の適正性（振興会の方針としてふさわしいか）（１０点） 
④ 業務の作業計画、作業工程に関する提案内容の具体性、効率性（１０点） 
⑤ 提案内容に対する経費の妥当性、効率性（１０点） 



 

 

３ ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る評価（５点満点） 

以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により加点する。ただし、複数の認定等

が該当する場合、最も得点が高い区分により加点する。（以下の認定等を有しない場合、本

項目は０点となる）。また、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法

人については、相当する各認定等に準じて加点する。 

① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（プ

ラチナえるぼし認定・えるぼし認定）等 

・プラチナえるぼし認定＝５点 

 ※女性活躍推進法第１２条の規定に基づく認定 

・えるぼし認定 ３段階目＝４点 

 ※女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定 

・えるぼし認定 ２段階目（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝３点 

 ※女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定 

・えるぼし認定 １段階目（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝２点 

  ※女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定 

・行動計画策定済※＝１点 

※女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が 

100人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。 

② 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（プラチナくるみん認定企業・く

るみん認定企業・トライくるみん認定企業）等 

・プラチナくるみん認定＝５点 

※次世代法第15条の２の規定に基づく認定 

・くるみん認定④（令和７年４月１日以後の基準）＝４点 

※次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成対策推進法施行規則等の一部を改正する省令

（令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。）による改正後の次世代育成支 

援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に

よる認定 

・くるみん認定③（令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの基準）＝３点 

※次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成対策推進

法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前

の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4

条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定（ただし②及び①の認定を除く。） 

・トライくるみん認定（令和７年４月１日以後の基準）＝３点 

※次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準に 

よる認定 

    ・くるみん認定②（平成２９年４月１日から令和４年３月３１日までの基準）＝３点 

※次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する

省令（令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。）による改正前の次世代育



 

成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例に

よることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げ

る基準による認定（ただし①の認定を除く。） 

・トライくるみん認定（令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの基準）＝３点 

※次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推

進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお

従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第

4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定 

   ・くるみん認定①（平成２９年３月３１日までの基準）＝２点 

※次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する

省令（平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。）による改正前の次世代育

成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定 

・行動計画策定済（令和７年４月１日以後の基準）※＝１点 

※次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和6年法

律第42号）による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を

行ったもの（一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が100人以下の

もの）が計画期間が満了していない行動計画を策定している場合に限る。） 

③ 青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

・ユースエール認定＝４点 

④ 上記に該当する認定等を有しない＝０点 



  募集要領 別添 

「日本芸術文化振興会ウェブサイトリニューアルに関する支援業務」 

関連資料の閲覧について 

 

 

１．対象物 

別紙「仕様書」６．関連調査等に示す調査結果等に関する成果物 

仕様書の該当項目 該当の調査 閲覧対象の成果物 

６．（１） 全ファイル解析 ウェブサイト解析レポート 

詳細解析データ 

６．（２） 振興会ウェブサイトに関する

パフォーマンス分析調査 

ウェブサイト改善案・アクセス

分析レポート（仮称） 

 

２．閲覧期間、場所 

（１）期間：令和８年３月２６日（木）から令和８年４月１３日（月）までの、土曜日、   

日曜日及び祝日を除く午前１０時から午後５時まで 

（２）場所：東京都千代田区隼町４番１号 

独立行政法人日本芸術文化振興会 事務所 

 

３．閲覧が可能な者 

  募集要領８．により「参加表明書（様式１）」を提出した参加表明者に限り、閲覧を認

める。 

  なお、参加表明書の提出と同時に、下記４．に定める閲覧手続を行っても差し支えない。 

 

４．閲覧を希望する場合の手続き 

（１）上記３．に該当し、閲覧を希望する者は、「開示申請書」（様式１２）及び「開示

申請に係る機密保持誓約書」（様式１３）を作成し、押印の上、下記６．の連絡

先へ提出すること。 

なお、いずれの様式も押印を省略することができる。その場合は、書類上の「本

件責任者及び担当者」に氏名及び連絡先を記載すること。 

（提出方法） 

・持参又は電子メールにより提出すること。 

・メールにより提出を行う場合は、提出後、下記６．の担当者に対して電話に

より到達確認を行うこと。 

（２）閲覧は、振興会において所要の閲覧場所及び機材を準備する必要があるため、事

前の予約を必要とする。 

   閲覧希望日時を「開示申請書（様式１２）」に記載すること。なお、閲覧日時の

希望に沿えない場合があるため、複数の閲覧希望日時を記載すること。 

   なお、閲覧希望の申請が、閲覧期間の終了直前であった場合には、閲覧できない



場合があるので了承すること。 

（３）閲覧希望を受け付けた場合、振興会担当者より、「開示申請書」（様式１２）に記

載された担当者へ閲覧日時について連絡を行う。 

 

５．閲覧方法、閲覧にあたっての注意事項 

 ・閲覧は、１回、３名まで、とする。 

 ・閲覧は、１時間以内とする。 

・閲覧は、上記２．（２）の事務所内にて、担当職員の監視のもと、ＰＣ画面により

行う。関連資料の紙による閲覧は行わない。 

・使用するＰＣは、振興会が用意し、１台限りとする。 

・関連資料のデータを別の端末等へ送信することは禁止する。 

・ＵＳＢメモリ等の記録媒体の持ち込みは、禁止する。 

・閲覧場所における電子機器の使用は、禁止する。 

・閲覧場所以外への関連資料の持ち出しは、禁止する。 

・関連資料の撮影及び複写は、禁止する。なお、メモを取ることは可とする。 

・閲覧時には、本業務の調達手続き及び仕様等内容に関する質問に応じない。質問が

ある場合は、募集要領１６．に定める手続をとること。 

 

６．閲覧手続きに関する連絡先 

〒１０２－８６５６ 東京都千代田区隼町４－１ 

独立行政法人日本芸術文化振興会 財務部契約課契約係 本多 

電話 ０５０－１７５４－５９８１（直通） 

電子メール keiyakuka-nt@ntj.jac.go.jp 

 

 


